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⑤時間外勤務手当
平成２８年度平成２７年度区　分
２２６，１４７千円２０８，５９３千円支給実績（平成２８年度決算）
３５３，３５５円２６２，７１２円支給職員一人当たりの平均支給年額（平成２８年度決算）

（６）職員の手当の状況（短時間勤務職員を含み、企業職を除く）
①期末手当・勤勉手当

国座　間　市

－
１人当たり平均支給額（平成２８年度）
（市長部局一般行政職給料表適用者）

１，５３５千円

勤勉手当
１．７月分
（０．８）月分

（平成２８年度支給割合）
期末手当
２．６月分

（１．４５）月分

勤勉手当
１．７月分
（０．８）月分

（平成２８年度支給割合）
期末手当
２．６月分

（１．４５）月分
（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級などによる加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級などによる加算措置
※（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

②退職手当（平成２９年４月１日現在）
国座　間　市
応募認定・定年
２５．５５６２５月分
３４．５８２５月分
４９．５９月分
４９．５９月分

自己都合
２０．４５５月分
２９．１４５月分
４１．３２５月分
４９．５９月分

定年等
２５．５５６２５月分
３４．５８２５月分
４９．５９月分
４９．５９月分

勧　奨
２５．５５６２５月分
３４．５８２５月分
４９．５９月分
４９．５９月分

自己都合
２０．４５５月分
２９．１４５月分
４１．３２５月分
４９．５９月分

（支給率）
勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

定年前早期退職特例措置
（２～４５％加算）

定年前早期退職特例措置
（２～２０％加算）その他の加算措置

２２，２２２千円支給実績なし７，６６９千円１人当たり平均支給額
※退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２８年度に退職した企業職を含む全会計職員に支給し
た平均額です。

③地域手当（平成２９年４月１日現在）
　地域手当は、地域における民間の賃金水準を基礎とし、地域における物価など
を考慮して支給する手当です。

３９２，５４０千円支給実績（平成２８年度決算）
４６１，２６８円支給職員１人当たりの平均支給年額（平成２８年度決算）

国の制度（支給率）支給対象職員数支給率支給対象地域
１２％８５１人１２％座間市全地域

④特殊勤務手当（平成２９年４月１日現在）
全職種区　分
７，５８２千円支給実績（平成２８年度決算）
５１，９２９円支給職員１人当たりの平均支給年額（平成２８年度決算）
１７．０％職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２８年度）

徴収等手当、感染症等業務手当、有害毒薬物取扱手当、行旅死亡人等取
扱手当、消防出動等手当、防災活動手当、福祉業務手当、死体取扱手当手当の種類

（７）特別職の報酬等の状況（平成２９年４月１日現在）
退職手当支給方法
（任期ごとに支給）

期末手当支給割合
（平成２８年度）給料（報酬）月額区　分

在職年数×給料月額×４００／１００
４．２月分

９２１，０００円市　長
在職年数×給料月額×３００／１００７４４，０００円副市長
在職年数×給料月額×２００／１００６９６，０００円教育長

４．２月分
５４１，０００円議　長
４５０，０００円副議長
４１９，０００円議　員

　市では、「職員の給与や勤務条件などの人事行政の運営状況」を、その
公正性と透明性を高めることを目的に公表しています。このたび、その内
容がまとまりましたので、市民の皆さんにお知らせします。なお、さらに
詳しい内容については、市役所４階職員課や各出張所の他、市ホームペー
ジでもご覧になれます。
担当 職員課　1０４６（２５２）７９１１　5０４６（２５５）３５５０

（２）採用者の状況（平成２９年４月１日現在）
※「行政職」とは事務職、技術職、保育士、保
健師、消防士などを、「技能労務職」とは自動
車運転手、環境整備員、給食調理員などをいい、
採用方法は、試験による採用です。

平成２８年度平成２７年度
５０人４６人行　政　職
 ０人 ０人技能労務職
５０人４６人合　　　計

（３）退職者の状況（平成２８年度）
合　計その他自己都合退職勧奨退職定年退職
３９人３人１２人０人２４人行　政　職
 ２人０人 ０人０人 ２人技能労務職
４１人３人１２人０人２６人合　　　計

※退職には、定年退職：定年（原則６０歳）により退職する場合　勧奨退職：人事管理上の目的か
ら職員に退職勧奨を行い、これに応じて退職する場合　自己都合退職：本人の都合により退職す
る場合　その他：任期満了による退職などの事由があります。

（２）職員給与費の状況 （普通会計決算）
一人当た
り給与費
Ｂ／Ａ

給　　与　　費職員数
Ａ区 分

計　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　料

７，０２１千円５，０５４，９０７千円１，２２１，４４１千円１，０３７，５６５千円２，７９５，９０１千円７２０人２８年度
※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、平成２８年４月１日現在の人数です。給与費に
ついては、任期付短時間勤務職員（再任用短時間勤務職員）の給与費が含まれており、職員数に
は当該職員を含んでいません。

（３）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成２９年４月１日現在）
平均給与月額平均給料月額平均年齢区　分
４３１，４５４円３１３，６４３円４０．８歳一般行政職
４２８，９４９円３２６，６８３円５０．６歳技能労務職

※「平均給料月額」とは、職種ごとの職員の基本給の平均です。「平均給与月額」とは、給料月
額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を
合計したものです。

（４）職員の初任給の状況（平成２９年４月１日現在）
国座間市区　分

総合職（大卒）１８２，７００円
一般職（大卒）１７８，２００円１８２，７００円大学卒

一般行政職
一般職（高卒）１４６，１００円１５５，８００円高校卒

－学校給食調理員に３３歳で
採用の場合 １７５，６００円

技能労務職（職種および採用時
の年齢によって異なります）

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２９年４月１日現在）
経験年数３０年経験年数２５年経験年数２０年経験年数１０年区　分
４０８，１６７円４００，９７５円３６４，０５７円２７８，４７１円大学卒

一般行政職
３８９，８００円３６４，２１３円３４１，４６０円２３２，２００円高校卒
３７３，０００円－ 　円３２０，５００円２５４，６００円高校卒技能労務職

※経験年数２５年の技能労務職員は在籍していません。

１　職員数および職員の任免に関する状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

主　な　増　減　理　由対前年
増減数

職　員　数区分
部門 平成２９年平成２８年

マイナンバー制度導入に伴う業務増のため
人事異動による職員減のため
子育て支援に係る業務増のため

採用者（専門職）定員割れのため

２
△１
６

△３

６
１３８
３４
１６４
９２
５
６
４１

６
１３６
３５
１５８
９２
５
６
４４

議 会
総務・企画
税 務
民 生
衛 生
農林水産
商 工
土 木

一
　
般
　
行
　
政

普　

通　

会　

計
〈参考〉人口１万人当たり職員数　３７．４人４４８６４８２計
退職者不補充のため△１８８８９教　育
消防機能強化・充実のため４１５３１４９消　防
〈参考〉人口１万人当たり職員数　５５．９人７７２７７２０小　計
採用者（専門職）定員割れのため
採用者（専門職）定員割れのため
認定調査業務強化のため

△２
△１
３

２９
７
４２

３１
８
３９

水　道
下水道
その他

公
営
企
業
等

会
計

７８７８小　計

〈参考〉人口１万人当たり職員数　６１．９人７８０５
［８４７］

７９８
［８４７］合　　計

※職員数には教育長が含まれていません。［　　］内は、職員定数の合計です。

２　職員の給与の状況
（１）人件費の状況
　人件費とは職員に支給する給与の他、特別職に支給する給料など、職員が加入し
ている地方共済組合に事業主として支払う負担金などを合計したものです。

（普通会計決算）
（参考）
２７年度
人件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人　件　費
Ｂ実質収支歳　出　額

Ａ
住民基本台帳人口
（平成２９年１月１日）区　分

１８．６％１７．８％７，１５１，５１４千円９７２，１５１千円４０，２８９，６４６千円１３０，０８５人２８年度

⑥その他の手当（平成２９年４月１日現在）
国の制度内容と支給単価区分
１０，０００円１３，９００円配偶者

扶養手当

子　８，０００円
それ以外　６，５００円 ７，５００円配偶者以外の扶養

親族
子 １０，０００円

それ以外　９，０００円１１，２００円配偶者がない職員の
扶養親族のうち一人

 ５，０００円５，５００円
満１６歳の年度初めから
満２２歳の年度末までの
子に対する加算額

－６，０００円持ち家

住居手当
家賃２３，０００円以下：家賃－１２，０００円
家賃２３，０００円を超え５５，０００円未満：
（家賃－２３，０００円）×１／２＋１１，０００円
家賃５５，０００円以上： ２７，０００円

家賃２７，０００円未満：
家賃額

家賃２７，０００円以上：
２７，０００円

借家・借間

運賃等相当額
（上限額：５５，０００円）

運賃等相当額
（上限額：５５，０００円）

交通機関などの利用者
（片道２㎞以上）

通勤手当
通勤距離の区分に応じて
２，０００円～３１，６００円

通勤距離の区分に応じ
て３，５００円～３１，６００円

自動車の利用者
（片道２㎞以上）

１３９，３００円を上限として定額

８６，０００円部　長

管理職手当

７６，０００円次　長
７０，０００円参　事
６４，７００円課　長
５９，７００円主幹・技幹
４８，６００円副主幹・副技幹

上限額：２７，０００円
８，０００円（４，０００円）部長、次長、参事

週休日・
休日勤務

管理職特別
勤務手当
※（ 　）内は
４時間未満
の勤務

６，０００円（３，０００円）課長、主幹・技幹
４，０００円（２，０００円）副主幹・副技幹

 上限額：６，０００円
６，０００円部長、次長、参事

平日深夜
勤務 ５，０００円課長、主幹・技幹

４，０００円副主幹・副技幹

３　平成２８年度公平委員会の業務状況
　市では、地方公務員法第７条第４項の規定に基づき、公平委員会の事務を県人
事委員会に委託して処理しています。勤務条件に関する措置の要求および不利益
処分に関する審査請求の継続案件および新規申立はありませんでした。職員は、
人事管理全般に関する苦情を公平委員会に相談できます。
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